
○
総
務
省
令
第
四
十
七
号

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
方
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
ロ
並
び
に
附
則
第
十
五
条
の
六
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

林

芳
正

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
十
七
条
の
十
八
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
九
第
三
項
第
二

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
の
六
の
二
と
す
る
。

第
七
条
の
五
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
イ
の
災
害
危
険
区
域
等
）

第
七
条
の
六

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
災
害
危
険
区
域
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
道
府
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県
知
事
が
、
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
の
状
況
、
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
の
状
況
そ
の
他
当
該
災
害
危

険
区
域
内
の
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
区
域
と
し
て
指
定
し
て
公
示
し

た
区
域
以
外
の
災
害
危
険
区
域
と
す
る
。

２

道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
が
指
定
し
た
災
害
危
険
区
域
に
つ
い
て
前
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
市
町
村
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
浸
水
想
定
区
域
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
水
防
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

明
ら
か
に
さ
れ
た
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
浸
水
想
定
区
域
と
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
同
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十

三
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
、
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
九
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
同
条
第
二

十
四
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
、
「
同
条
第
三
十
項
」
を
「
同
条
第
三
十
二
項
」
に
、

「
同
条
第
三
十
四
項
」
を
「
同
条
第
三
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
三
十
七
項
」
を
「
同
条
第
三
十
九
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十

一
項
」
を
「
同
条
第
四
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十
四
項
」
を
「
同
条
第
四
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十
七
項
」
を
「
同
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条
第
四
十
九
項
」
に
、
「
同
条
第
五
十
項
」
を
「
同
条
第
五
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
五
十
一
項
及
び
第
五
十
二
項
」
を
「
同

条
第
五
十
三
項
及
び
第
五
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
三
項
第
一
号
ロ
」
に
、

「
第
十
三
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
五
項
第
一
号
ロ
」
に
、
「
第
十
七
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
九
項
第
二
号
イ
」
に
、
「
第

二
十
二
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
二
十
四
項
第
一
号
イ
」
に
、
「
第
二
十
七
項
、
第
三
十
項
、
第
三
十
四
項
、
第
三
十
七
項
、
第

四
十
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
二
十
九
項
、
第
三
十
二
項
、
第
三
十
六
項
、
第
三
十
九
項
、
第
四
十
三
項
第
一
号
イ
」
に
、

「
第
四
十
四
項
、
第
四
十
七
項
、
第
五
十
項
、
第
五
十
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
四
十
六
項
、
第
四
十
九
項
、
第
五
十
二
項
、

第
五
十
三
項
第
一
号
ロ
」
に
、
「
第
五
十
二
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
五
十
四
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
項
の
表
政

令
附
則
第
十
二
条
第
七
項
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十

二
条
第
十
二
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
二
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
四
項
第
二
号
ロ
」
に
、

「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
三
項
第
一
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
三

項
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
五
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
六
項
第
一
号
イ
の
項
中

「
附
則
第
十
二
条
第
十
六
項
第
一
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
八
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第

十
六
項
第
一
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
六
項
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
八
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
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表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
六
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
六
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
八
項
第
二

号
」
に
、
「
第
十
八
項
第
二
号
及
び
第
三
十
九
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
項
第
二
号
及
び
第
四
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同

表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
一
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第

十
九
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
二
号
イ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
二
号
イ
」

を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二

条
第
十
七
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
三
号

イ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
三
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第

十
二
条
第
十
七
項
第
三
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
三
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
第
三
号
ロ
」
に

改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
四
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
七
項
第
四
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条

第
十
九
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
八
項
第
一
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
八
項
第
一
号

ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則
第
十

二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号

の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
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二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
第
一
号

ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
イ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
イ
」
を
「
附

則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条

第
二
十
二
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
九
項
第

二
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則

第
十
二
条
第
三
十
項
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第

十
二
条
第
三
十
六
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
六
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
八
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
三
十
七
項
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
九
項
」

に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
三
十
九
項
第
一
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
九
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
第
四
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
三
十
九
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
九
項
第

二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
項
第
三
号
の
項
中
「
附
則
第

十
二
条
第
四
十
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第

一
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
三
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
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令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第
二
号
イ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
三

項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
一
項
第
二
号

ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
三
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
六
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則

第
十
二
条
第
四
十
六
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
七

項
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
五
十

項
第
一
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附

則
第
十
二
条
第
五
十
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
一
号
ハ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十

二
条
第
五
十
三
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十

一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
三
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
二
号
ハ

の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
二
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
三
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則

第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
一
号
ハ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
一
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
四
項
第
一

号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
二
号
ロ
」
を
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「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
四
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
政
令
附
則
第
十
二
条
第
五
十
二
項
第
二
号
ハ
の
項
中
「
附
則
第
十

二
条
第
五
十
二
項
第
二
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
四
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
、
同

条
第
十
九
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
二
項
と

し
、
同
条
第
十
八
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
第
二
号
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
第
一
号
イ
」
を

「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則

第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
第
二
号
イ
」
を
「
附
則
第
十

二
条
第
五
十
一
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十

一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
附

則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と

し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四
十
九
項
第
二
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
五
十
一
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同

条
第
十
二
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五

項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
二
条
第
三
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
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二
条
第
三
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
イ
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
附
則
第
十
二
条

第
二
十
四
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
五

項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十

一
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
附
則

第
十
二
条
第
二
十
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
附
則
第

十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
四
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五

項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
十
四
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と

し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

法
附
則
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
災
害
危
険
区
域
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
市
町
村
長
が
、

そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
の
状
況
、
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
の
状
況
そ
の
他
当
該
災
害
危
険
区
域
内
の

状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
区
域
と
し
て
指
定
し
て
公
示
し
た
区
域
以
外
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の
災
害
危
険
区
域
と
す
る
。

４

市
町
村
長
は
、
道
府
県
が
指
定
し
た
災
害
危
険
区
域
に
つ
い
て
前
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
道
府
県
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
附
則
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
浸
水
想
定
区
域
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
水
防
法
第
十
四

条
第
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
浸
水
し
た
場
合
に
想
定

さ
れ
る
水
深
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
浸
水
想
定
区
域
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


